
納税方法によって色違いの納税通知書・課税明細書を使用 納税通知書及び課税明細書が統一

■物件数が13件未満の方 
 ➀～➂を小型封筒にて送付 

■物件数が13件以上の方 
    ➀～➃を➄大型封筒にて送付 

①納税通知書2枚 ②課税明細書4枚

③納付案内・ハガキ2枚 ④納付書4枚

①納税通知書2枚 ②課税明細書4枚

①納税通知書2枚 ②課税明細書4枚

③納付書4枚

※納付書払いのみ同封

④課税明細書
（物件13件以上用） ⑤大型封筒



金融機関名

支店名

口座種別

口座番号

口座名義人

振替方法

賦課年度

通知書番号

４１４－８５５５
静岡県伊東市大原２丁目１番１号

伊東 太郎 様

伊東市
固定資産税・都市計画税

令和 年度

（土地・家屋・償却資産）納税通知書

令和 年度
００００００００００００００００００００

あなたの固定資産税・都市計画税は次のとおりです。

令和 年 月 日

静岡県伊東市長

■■ ■■

お問い合わせ先
課税の内容に関すること

（課税課）

（収納課）

納付及び口座振替に関すること

0557-32-1275～7

0557-32-1291～5

お問い合わせの際は、通知

書番号をお伝えください。

〇〇信用金庫

***000

◎一括振替の方は、最初の振替日で金額が引き落とされます。
◎市税等の納付には口座振替が便利です。

◎この用紙は折り曲げたり、汚したりせずに保管ください。

〇〇支店

普通

イトウ タロウ

各期

電
子 

公
印 

説明 項目 № 

納税義務者の住所・氏名が記載されます。  宛名 ➀ 

口座振替のお申込みをされている方のみ、口座情報が表示されます。  口座情報 ➁ 

納税義務者ごとの通知書番号が記載されます。 
市役所へのお問い合わせの際は、通知書番号をお伝えください。  通知書番号 ➂ 

1 

2 

3 



Ｄ = Ａ + Ｂ + Ｃ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｅ

Ｆ = Ｄ × Ｅ

Ｇ

Ｈ

Ⅰ

Ｊ = Ｆ + Ｇ - Ｈ - Ｉ

Ｊ + Ｓ

Ｍ = Ｋ + Ｌ

Ｋ

Ｌ

Ｎ

Ｏ = Ｍ × Ｎ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

Ｓ = Ｏ + Ｐ - Ｑ - Ｒ

区分 固定資産税（円） 都市計画税（円）

土地

家屋

償却資産

合計

税率

軽減・減免前税額

共用土地税額

軽 減 税 額

減 免 税 額

年 税 額

合 計 年 税 額

備考

期 別 納期限 納付額（円）

第１期

第２期

第３期

第４期

随時期１

随時期２

教示文等記載欄（不服申立て等）

課

税

標

準

額

令和●年度 固定資産税・都市計画税（土地・家屋・償却資産）納税通知書

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

※裏面をご覧ください。

2,520,000 2,520,000

00

0

2,520,000 2,520,000

35,200 7,500

1.4% 0.3%

5,112 2,190

0 0

0 0

40,300 9,600

49,900

13,900

12,000

12,000

12,000

区分所有家屋に係る税額は次のとおりです。年税額には共用家屋税
額が含まれています。（百円未満切り捨て）
【G】共用家屋税額（固定） ****円
【P】共用家屋税額（都計） ****円

説明 項目 № 

固定資産税・都市計画税を算出するための根拠となる額です。
所有する資産の区分ごと（土地、家屋、償却資産）の課税標準
額とすべての資産の課税標準額の合計を記載しています。 
合計は千円未満を切り捨てています。 
※分譲マンションの敷地（区分所有）のように、各所有者の持分や敷地権に応じて按

分課税する資産については課税標準額を計上せず、その資産全体の税額を按分し
「③共用土地税額」として記載しています。

※所有する資産の区分ごとの課税標準額が、
土地:30万円、家屋:20万円、償却資産:150万円未満の場合、免税点未満になり課税
されません。免税となった場合、区分ごとの課税標準額は記載していますが、合計
には含まれていません。

 課税標準額 ➀ 

 固定資産税 1.4％、都市計画税 0.3％税率 ➁ 

「➀課税標準額」の合計に➁税率を乗じた額を記載していま
す。百円未満を切り捨てています。  軽減・減免前税額  ➂ 

分譲マンションの敷地（区分所有）のように、各所有者の持分
や敷地権に応じて按分課税する土地について、その土地全体の
税額を按分した額を記載しています。 

共用土地税額 ➃ 

説明 項目 № 

家屋の新築軽減等により軽減される税額を記載しています。 軽減税額 ➄ 

災害、公共用地等の理由により減免される税額を記載していま
す。 減免税額 ➅ 

「➂軽減・減免前税額」から「➄軽減税額」「➅減免税額」を
差し引き、「➃共用土地税額」及び「➈備考の共用家屋税額」
を足した額を記載しています。百円未満を切り捨てています。 

年税額 ➆ 

固定資産税と都市計画税の「➆年税額」の合計を記載していま
す。 合計年税額 ➇ 

各所有者の持分に応じて按分課税する家屋（区分所有）につい
て、その家屋全体の税額を按分した額を記載しています。 備考 ➈ 

期別税額は合計年額を４期で除し、千円未満の端数は第１期に
合算しています。 期別納期限・納付額 ➉ 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

7 

9 

10 

8 



納税

義務者
通知書番号

区分 土地又は家屋の所在地
登記地目又は種類・用途 登記地積又は床面積（㎡）

現況地積又は床面積（㎡）

非課税地積又は床面積（㎡）

建築年
現況階層
現況屋根

備考

不動産番号

評価額（円）

課税標準額（円）

軽減税額（円）
課税標準額（円）
軽減税額（円）

本則課税標準額（円）

減免税額（円）
本則課税標準額（円）

減免税額（円）

前年度課税標準額又は比準課税標準額（円）

相当税額（円）
前年度課税標準額又は比準課税標準額（円）

相当税額（円）
小規模住宅用地
一般住宅用地

上記以外の土地

地積
固定

課税標準額
（円）

固定
負担水準

都計
課税標準額

（円）

都計
負担水準

固
定

都
計

小規模住宅用地
一般住宅用地

上記以外の土地

固
定

都
計

現況地目又は構造

家屋番号又は共用土地の持分割合

令和●年度（賦課年度 令和●年度）
固定資産税・都市計画税（土地・家屋） 課税明細書

令和 年 月 日

1 ／ 4 ページ

００００００００００００００００００００

静岡県伊東市大原２丁目１番１号

伊東 太郎 様

土地
50.00

松原 山田 00 0- 1
宅地
宅地

*.**********固定補正率 *.**********都計補正率

**/*****

50.00 7,200,000

1,160,000

2,320,000

1,200,000
0

2,400,000
0

1,100,000
16,240

2,200,000
6,960

1,160,00050.00 0.920 2,320,000 0.920

➀ 地 目 
地目が記載されます。 
表示例：宅地、山林、畑、雑種地等 

上段：登記地目 
下段：現況地目 

➄ 相当税額 
その物件の固定資産税
（都市計画税）相当税額
が記載されます。 
※軽減・減免前税額 

➅共用土地の持分割合 

マンション敷地等の共用土地の場合、
敷地権の持分割合が記載されます。 

1 2 3 

6 
7 

4 

4 

10 

10 

9 

9 
5 
5 

8 8 

➉本則課税標準額 

➈前年度（比準）課税標準額 

➇負担水準 

➁ 地 積 
地積が記載されます。 
上段：登記地積 
下段：現況地積 

➂ 評価額  

その資産の評価額が記載
されます。 

➃ 課税標準額 

実際に税率をかける金額
が記載されます。 

➆共用土地の補正率 

家屋の利用状況により算出した補正率が
記載されます。 

土地の➄相当税額の算出方法（住宅用地の場合） 

１ 負担水準を確認 ２ 課税標準額を求める ３ 相当税額を求める 

➇負担水準＝ 
➉本則課税標準額 

➈前年度（比準）課税標準額 

➉本則課税標準額 

都市計画税固定資産税区分

➂評価額×1/3 ➂評価額×1/6 小規模住宅用地 

➂評価額×2/3 ➂評価額×1/3 一般住宅用地 

用途、負担水準の区分に応じた負担調整措置（下表参照）によ
り、課税標準額が決まります。 

④課税標準額⑧負担水準

住
宅
用
地

➉本則課税標準額 1.0以上の場合 

➈前年度課税標準額+(➉本則課税標準額×5%)＝A 
・➉本則課税標準額が上限となる 
・Aが➉本則課税標準額×20%を下回る場合は、 
 20%相当額 

1.0未満の場合 

➄相当税額 

 ＝➃課税標準額 × 税率 

※共用土地の場合、➁地積、➂評価額、➃課税標準額、➄相当税額には敷地全体の地積・金額が記載されます。 

※税率：固定資産税1.4% 都市計画税0.3% 
 

※1  負担水準 ⋯ 土地の固定資産税評価額（本則課税標準額）に対し、前年度の課 
税標準額がどの程度（%）に達しているかを示す指標です。 

 実際にお支払いいただく税額は、敷地権按分をして算出しています。 

※2  負担調整措置 ⋯ 地価上昇時に宅地などの固定資産税・都市計画税が急激に上
がらないよう、税額を段階的に引き上げる特例措置です。土地の評価額（時価）
と課税標準額（税額計算の基礎）の乖離を是正し、地域間や土地間の税負担の均
衡化を図る目的で設けられています。 

※1 
※2 



納税

義務者
通知書番号

区分 土地又は家屋の所在地
登記地目又は種類・用途 登記地積又は床面積（㎡）

現況地積又は床面積（㎡）

非課税地積又は床面積（㎡）

建築年

現況階層
現況屋根

備考

不動産番号

評価額（円）

課税標準額（円）

軽減税額（円）
課税標準額（円）
軽減税額（円）

本則課税標準額（円）

減免税額（円）
本則課税標準額（円）

減免税額（円）

前年度課税標準額又は比準課税標準額（円）

相当税額（円）
前年度課税標準額又は比準課税標準額（円）

相当税額（円）
小規模住宅用地
一般住宅用地

上記以外の土地

地積
固定

課税標準額
（円）

固定
負担水準

都計
課税標準額

（円）

都計
負担水準

固
定

都
計

小規模住宅用地
一般住宅用地

上記以外の土地

固
定

都
計

現況地目又は構造
家屋番号又は共用土地の持分割合

令和●年度（賦課年度 令和●年度）
固定資産税・都市計画税（土地・家屋） 課税明細書

令和 年 月 日

1 ／ 4 ページ

００００００００００００００００００００

静岡県伊東市大原２丁目１番１号

伊東 太郎 様

土地
150.00

松原 山田 00 0- 1
居宅・居宅
木造

新築軽減3年、新築住宅特例適用最終年 令和１０年

1-1

150.00 13,393,305

13,393,305

13,393,305

0

0

187,506

40,179

75,551

0

令和７年
2階建

瓦

耐震改修1年
持ち分 1/30 など

登記種類 
現況用途 

主な登記種類・現況用途
が記載されます。 

➆ 相当税額 
その物件の固定資産税
（都市計画税）相当税額
が記載されます。 
※軽減・減免前税額 

➇ 家屋番号 

家屋番号が記載されます。 
未登記家屋の場合は「空欄」になります。 

1 
2 

5 

8 
9 

6 

6 
7 
7 

➁ 構 造 

構造が記載されます。 
表示例：木造、鉄骨鉄筋コンクリ造等 

➄ 評価額  

その資産の評価額が記載
されます。 

➅ 課税標準額 

実際に税率をかける金額
が記載されます。 

➈ 特記事項など 

軽減税額の内容や、区分所有家屋の持ち
分等が記載されます。 

家屋の➆相当税額の算出方法 

１ 課税標準額を確認 ２ 相当税額を求める 

➄評価額 ＝ ➅課税標準額 
➆相当税額 

 ＝➅課税標準額 × 税率 
※税率：固定資産税1.4% 都市計画税0.3% 
 

3 

➂ 床面積 
床面積が記載されます。 
上段：登記床面積 
中段：現況床面積 

10 

10 

➉ 軽減税額 

新築軽減等による軽減税額
が記載されます。 

※文化財等の特例対象建物を除く 

➀ 

4 

➃ 現況階層 

現況階層が記載されます。
※地上階層のみ記載されます。 

お問い合わせ先

伊東市役所課税課資産税係
土地担当 0557-32-1275
家屋担当 0557-32-1276
E-mail kazei@city.ito.shizuoka.jp


